
【料金表（単位数）】通常時間帯（24時間 365日）月あたりの定額払い 

○訪問看護を利用しない場合 

要介護度 
定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護費Ⅰ 単位数（訪問看護を利用しない場合） 

要介護１ 5,446  

要介護２ 9,720  

要介護３ 16,140  

要介護４ 20,417  

要介護５ 24,692  

  〇夜間のみ訪問サービスを利用される場合（20:00～7:30） 

項目 概要 単位数 

基本夜間訪問サービ

ス費 

夜間サービスのみ使われる場合の基本サー

ビス費がかかります。【定額】 

１月につき 
989単位 

定期巡回サービス費 
夜間、定期巡回サービスをご利用された場

合に加算されます。【出来高】 

１回につき 
372 単位 

随時訪問サービス費

（Ⅰ） 

夜間、利用者・家族の通報等を受けて介護

員が 1名で訪問を行った場合に加算されま

す。【出来高】 

１回につき 
567 単位 

随時訪問サービス費

（Ⅱ） 

夜間、利用者・家族の通報等を受けて介護

員が 2名で訪問を行った場合に加算されま

す。【出来高】 

１月につき 
764 単位 

【減算される項目】 

項目 概要 
単位数 

要介護度  

通所介護サービス 

利用時の減算額 

（1日あたり） 

当該サービスの利用者が、通所介護サービ

ス等を利用された場合に減算されます。 

要介護１ -62 

要介護２ -111 

要介護３ -184 

要介護４ -233 

要介護５ -281 

短期入所サービス 

利用時の日割り金額 

（1日あたり） 

当該サービスの利用者が、短期入所サービ

ス等を利用された場合に減算されます。  

要介護１ -187 

要介護２ -333 

要介護３ -554 

要介護４ -700 

要介護５ -847  

同一建物等減算 
当該サービスの利用者が、同一敷地内建物

等に居住された場合に減算されます。 

 
1 月につき 

-600 

【加算項目】 

項目 概要 単位数 

初期加算 
利用を開始した日から起算して 30 日以内の
期間または、30 日を超える入院後に利用を
再開した場合に加算されます。  

1日につき 

30単位 



総合マネジメント体制

強化加算（Ⅰ）  

厚生労働大臣が定める基準に適合している
事業所が当該サービスの質を継続的に管理
した場合加算されます。 

1月につき 

1,200単位 

総合マネジメント体制

強化加算（Ⅱ） 

厚生労働大臣が定める基準に適合している
事業所が当該サービスの質を継続的に管理
した場合加算されます。 

1月につき 

800単位 

サービス提供体制加算

(Ⅰ) 
厚生労働大臣が定める基準に適合してい
る介護職員の賃金の改善等を実施してい
る場合加算されます。 
 

1月につき 

750単位 

サービス提供体制加算

（Ⅰ） 

1回につき 

22単位 

  

  

介護職員等処遇改善加

算（Ⅰ） 
 

１月につき 

所定単位×24.5％ 

 

【連携先訪問看護費】R6.5.31 まで 

要介護度 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護費Ⅰ 単位数 

要介護１ ～ 要介護４ 2,954 

要介護５ 3,754 

【連携先訪問看護費】R6.6.1～ 

要介護度 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護費Ⅰ 単位数 

要介護１ ～ 要介護４ 2,961 

要介護５ 3,761 

※加算関係は連携先訪問看護によって異なります 

 

令和  年  月  日 

（事業所）所在地 唐津市見借 3459番地 13 

法人名 合同会社結絆 

事業所名 定期巡回ステーション結絆 

担当者名 牟田部理香           印 

 

（利用者）住所  

氏名  印 

（代理人又は立会人）利用者との関係・続柄   

住所  

氏名 印 

 


